
入 札 者 入 札 再 入 札

業 者 名 代表者名 順 金 額 順 金 額

平成29年度　交差点改良工事に伴う老人ホーム変電設備等撤去新設工事

板野町大寺

板野町公共事業に係る入札・契約の状況に関する事項

工事種別

路　線　名

工事箇所

住　　　所

予定価格

徳島県板野郡板野町川端字鶴ヶ須４７－１０

（株）エコリース

11,823,000

13,210,000

工事概要

入 札 の 状 況

赤澤　健一

11,800,000

（様式２）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条第２項の規定に基づき、次の事項を公表する。

公表日

入札日

工事年度

工　事　名

契約業者名

工　　期

指名業者

指名理由

契　約　金　額 （税込み）

着工 完成

代表者名

最低制限価格

下表入札参加業者と同様

板野町指名審査委員会により指名

整理番号 2 平成29年10月11日

平成29年10月11日 平成30年1月15日

12,768,840

　受変電設備工事　　１式
　幹線設備工事　　　１式
　解体撤去・土工事　１式
　躯体工事　　　　　１式
　仕上工事　　　　　１式

平成29年10月6日 入札場所 板野町町民センター １階 「多目的ホール」

平成29年度

土木一式

PM 1：30

和泉　和也 辞退和泉電気工事（株）

赤澤　健一 ①（株）エコリース 11,823,000

梯　靖之 7四国管制工業（株） 13,180,000

米林　修 5四国電気工業（株） 12,950,000

山口　裕史 辞退（株）大日

村上　泰彦 失格徳真電機工業（株） 11,745,000

西原　裕文 6（株）ニシテック 13,000,000

藤崎　耕治 辞退藤崎電機（株）

三笠　忠克 2三笠電機（株） 12,500,000

美野　只勝 3美光電機（株） 12,668,000

港　忠徳 4港産業（株） 12,800,000

重松　雅男 失格（株）四電工　徳島支店 11,790,000

最低制限価格未満の入札者名

徳真電機工業（株）

（株）四電工　徳島支店



平成29年度　交差点改良工事に伴う老人ホーム変電設備等撤去新設工事

整理番号 2

工事名

入札業者名 代表者名 入札金額 3桁番号 入力時間 ミリ秒

辞退和泉電気工事（株） 和泉　和也

11,823,000（株）エコリース 赤澤　健一 850 617H29/10/06 13時51分01秒617

13,180,000四国管制工業（株） 梯　靖之 120 648H29/10/06 13時51分12秒648

12,950,000四国電気工業（株） 米林　修 129 632H29/10/06 13時51分22秒632

辞退（株）大日 山口　裕史

11,745,000徳真電機工業（株） 村上　泰彦 112 484H29/10/06 13時51分31秒484

13,000,000（株）ニシテック 西原　裕文 317 625H29/10/06 13時51分39秒625

辞退藤崎電機（株） 藤崎　耕治

12,500,000三笠電機（株） 三笠　忠克 358 671H29/10/06 13時51分47秒671

12,668,000美光電機（株） 美野　只勝 421 531H29/10/06 13時51分57秒531

12,800,000港産業（株） 港　忠徳 056 667H29/10/06 13時52分05秒667

11,790,000（株）四電工　徳島支店 重松　雅男 321 429H29/10/06 13時52分16秒429

予定価格

11,800,295

11,800,000

最低制限価格

最低制限価格(切捨後)

13,210,000

入札無効業者 入札辞退業者 入札欠席業者 入札棄権業者

和泉電気工事（株）

（株）大日

藤崎電機（株）



設計価格（税抜）

整理番号

＜　公　表　用　＞

工 事 名 平成29年度　交差点改良工事に伴う老人ホーム変電設備等撤去新設工事

設計価格の内訳

直 接 工 事 費

一 般 管 理 費 等

共 通 仮 設 費

現 場 管 理 費

¥9,997,536

最低制限基本価格 1 1 , 7 6 5 , 0 0 0 円

ランダム係数

最低制限価格 1 1 , 8 0 0 , 0 0 0 円

2

¥176,000
¥1,255,000
¥1,781,464

13,210,000円

1 . 0 0 3 0

最低制限基本価格[税抜]＝「直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.9＋一般管理費等×0.55」

ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9/10を超える場合は、予定価格の

9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。


